
 

別表第４（第３１条・第３４条関係） 

事業の種類 事業の基本的な諸元 手続を経ることを要しない変更等の要件 

１ 道路の建
設 

道路の長さ 道路の長さが１０パーセント以上増加し
ないこと。 

対象事業実施区域の位
置 

変更前の対象事業実施区域から１００メ
ートル以上離れた区域が新たに対象事業
実施区域とならないこと。 

車線の数 車線の数が増加しないこと。 

設計速度 設計速度が増加しないこと。 

２ 放水路又は
堰
せ き

の建設 
放水路の区域の位置 新たに放水路の区域となる部分の面積が

変更前の当該区域の面積の１０パーセン
ト未満であること。 

湛水区域の位置 新たに湛水区域となる部分の面積が変更
前の湛水面積の１０パーセント未満であ
ること。 

３ 鉄道又は
軌道の建設 

鉄道又は軌道の長さ 
 

鉄道又は軌道の長さが１０パーセント以
上増加しないこと。 

本線路施設区域（別表
本線路施設区域（別表
第１第３項に該当する
対象事業が実施される
べき区域から操車場、
車庫、車両検査修繕施
設その他の鉄道等の施
設の区域を除いたもの
をいう。以下同じ。）
の位置 

変更前の本線路施設区域から１００メー
トル以上離れた区域が新たに本線路施設
区域とならないこと。 
 

本線路(一の停車場に
係るものを除く。以下
同じ。)の数 

本線路の増設がないこと。 
 

鉄道施設の設計の基礎
となる列車の最高速度 

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高
速度が地上の部分において１０キロメー
トル毎時を超えて増加しないこと。 

操車場等の区域の位置 新たに操車場等の区域となる部分の面積
が変更前の操車場等の区域の面積の１０
パーセント未満であること。 

４ 飛行場の
建設 

滑走路の長さ 滑走路の長さが１０パーセント以上増加
しないこと。 

飛行場及びその施設の
区域の位置 

新たに飛行場及びその施設の区域となる
部分の面積が１０ヘクタール未満である
こと。 

５ 工場又は
事業場の建設 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 



 

排出ガス量 排出ガス量が１０パーセント以上増加し
ないこと。 

排出水量 排出水量が１０パーセント以上増加しな
いこと。 

６ 廃棄物処
理施設の建設 

処理能力 1 日当たりの処理能力が１０パーセント
以上増加しないこと。 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

７ 下水道終
末処理場の建
設 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

８ 高層建築
物の建設 

建築物の高さ 建築物の高さが１０パーセント以上増加
しないこと。 

９ 大規模建
築物の建設 

建築物の延べ面積 建築物の延べ面積が１０パーセント以上
増加しないこと。 

１０ 研究施
設の建設 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

化学物質取扱量 年間の取扱量が１０パーセント以上増加
しないこと。 

１１ 浄水施
設の建設 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

１２ 公園の
建設 

施行区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

１３ 電気工
作物の建設 

施工区域の位置 
 

新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

排出ガス量 排出ガス量が１０パーセント以上増加し
ないこと。 

１４ 住宅団
地の造成 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

１５ 工業団
地の造成 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

１６ 流通業
務施設用地の
造成 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

１７ 学校用
地の造成 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 



 

１８ 土地区
画整理事業 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

１９ 開発行
為に係る事業 

施工区域の位置 新たに施行区域となる部分の面積が変更
前の施行区域の面積の１０パーセント未
満であること。 

２０ 前各項
に掲げるもの
のほか、これ
らに準ずる事
業として定め
る事業 

土地の改変区域の位置 新たに土地の改変区域となる部分の面積
が変更前の土地の改変区域の面積の１０
パーセント未満であること。 

 


